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第 1章　調査団の概要

1－1 調査団派遣の経緯及び目的

1997年に勃発したアジア通貨・経済危機によって、結果的に最も深刻な影響を被ったインドネ

シア共和国（以下、「イ」国と記す）においては、低迷を続ける国内市場、累積する対外債務及び危

機的財政状況に見られるように、経済諸問題はますます深刻化する様相を呈している。

2001年 7月に誕生したメガワティ政権は、経済復興、民主化努力の継続、法制度の確立及び汚

職撲滅等を主要な政策課題として掲げており、それらに関連した各種改革を進めていくことを大

きな目標としている。

2001年 9月、メガワティ大統領は、小泉首相との会談において、上記の諸改革の推進に関連し

て、ハイレベルでの経済政策支援を要請した。

これを受けて日本政府は、大学教授をメンバーとした日本人有識者 6名と「イ」国側主要閣僚と

の政策対話（6分野：マクロ経済運営、銀行セクター改革、中小企業振興、民間投資拡大、民主化、

地方分権）を通じて、経済政策支援を進めていく計画をたてた。

本件プロジェクト形成調査においては、政策支援チームの位置づけの確認及び対話内容の周知、

各課題ごとの論点の確認、並びに先方実施体制の確認を目的とした。

1－2 調査団の構成

（1）有識者（氏名、担当分野、所属）

浅沼　信爾 地方分権 一橋大学教授

浦田秀次郎 中小企業振興 早稲田大学教授

木下　俊彦 民間投資拡大 早稲田大学教授

小松　正昭 銀行セクター改革 広島大学教授

白石　　隆 民主化 京都大学教授

注）マクロ経済運営担当の伊藤 隆敏 一橋大学教授については、都合により不参加。

（2）官団員（氏名、担当分野、所属）

石井　哲也 団長／経済協力政策 外務省開発協力課長

上村　　司 地域外交政策 外務省南東アジア第二課長

鈴木　憲一 経済協力政策 外務省開発協力課事務官

神田　眞人 開発政策 財務省開発政策課総括補佐

植村　豊紀 人材育成政策 経済産業省大臣官房企画課企画官



- 2 -

岸　　敬也 通商政策 経済産業省アジア太平洋課課長補佐

熊代　輝義 協力プログラム計画 国際協力事業団アジア第一部東南アジア課課長

田中　啓生 協力プログラム計画 国際協力事業団アジア第一部東南アジア課職員

以上、計 13名。

1－3 調査日程

調査団の主要な日程は以下のとおり。詳細は付属資料の 1.調査詳細日程にあるとおり。

日 順 月　日 曜 日 日　程

1－4 主要面談者

主な面談者は以下のとおり。

【調整大臣府】

1） ドロジャトン経済担当調整大臣

2） コマラ・ジャヤ経済担当調整大臣補佐官

3） アミン、バンバン、タウフィック、ワヤン 各政治治安担当調整副大臣

【各省大臣】

1） ハリ・サバルノ内務大臣

2） ハッサン外務大臣

3） マトリ・アブドゥール国防大臣

4） ユスリル・イザ・マヘンドラ法務・人権大臣

5） ブディオノ財務大臣

6） リニ商工大臣

7） ヤコブ労働移住大臣

成田発－ジャカルタ着（JL725）

財務大臣、中央銀行副総裁、国家警察長官、経済調整大臣補佐官等との政策対話

外務大臣、内務大臣、国会議員、BAPPENAS高官、ハムザ・ハズ経済チーム等との

政策対話

国防大臣、法務大臣、商工大臣、労働大臣、国営企業大臣、大統領顧問、政治・治

安担当調整副大臣、検事総長次官、IBRA長官、ラクサマナ・チーム等との政策対話

協同組合大臣、投資調整庁長官、中央銀行副総裁等との政策対話及び IMF、JJCとの

面談

大統領顧問との政策対話

ジャカルタ発（JL726）

1 3月 10日 日

2 11日 月

3 12日 火

4 13日 水

5 14日 木

6 15日 金
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【国務大臣】

1） ファジャール協同組合中小企業担当国務大臣府次官

2） ラクサマナ国有企業担当国務大臣

【その他】

1） スパルマン検事副総長

2） ダイ・バクティアル国家警察庁長官

3） エルマヤ・スラディナタ国軍研究所長

4） スカルノBAPPENAS次官

5） ジュナイディーBAPPENAS顧問

6） アリ・スタ銀行再編庁長官

7） テオ投資調整庁長官

8） シャリルインドネシア中央銀行総裁

9） ナスティオンインドネシア中央銀行副総裁

10）アヒャール・イリアス、アウリ・アポハン、ミランダ 各インドネシア中央銀行副総裁

11）ネロ マンディリ銀行頭取

12）フランス・セダ、ウィジョジョ 各大統領顧問

13）マーク・ベアード世界銀行ジャカルタ代表

14）IMFジャカルタ代表部

15）シナールハラパ紙編集長

16）雑誌テンポ英語版編集長

17）その他、国会議員数名
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第 2章　国内事前打合せ及び実施方針

2－1 国内事前打合せ

2001年 11月 5日、「イ」国経済政策支援に関し、国内関係者による初めての打合せ会合が行われ

た。協議の概要は以下のとおり。

（1）経済政策支援チームの構想

1） 背景及び目的

国民の幅広い支持を受けたメガワティ新政権の成立は、「イ」国の改革努力をより確固た

る軌道に乗せていく好機である。また、改革を担う中枢部に対し、ハイレベルで関与する

ことが効果的であると考える。

そのため、日本側有識者によるチームが「イ」国閣僚レベルとの政策対話を行う仕組みを

創設する。さらに、対話の内容は有識者チームの考えをまとめたものとし、日本政府関係

機関も可能な限り支援する。

2） 主な支援課題

マクロ経済運営、銀行セクター改革、民間投資拡大、中小企業、地方分権、民主化等を

課題とする。

3） 支援期間

メガワティ大統領の現任期である 2004年までと想定する。

4） 実施体制

① 日本側

有識者メンバーとして、浅沼教授、伊藤教授、浦田教授、木下教授、小松教授、白石

教授（五十音順）の 6名。

② 「イ」国側

ドロジャトン経済担当調整大臣を中心とする関係大臣。

③ 日本国内の体制

外務省経済協力局開発協力課（事務局）、外務省南東アジア二課、財務省、経済産業省、

JICA及び JBIC。

（2）今後の方針

今後、在「イ」国大使館を通じて先方に本件支援チームの構想を伝え、なるべく早く「イ」国

側の体制を準備するように依頼し、その後、先生方の取り組み方針を取りまとめ、大使館を
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通じて先方へ説明する。

（3）各教授の取り組み方針

1） 浦田教授

1999年のワヒッド大統領と小渕総理の会談時の要請により、2000年 1～ 7月にかけてほ

ぼ毎月「イ」国を訪問し、中小企業に関する政策提言を行った。提言の内容は、①中小企業

金融（経営効率の高い中小企業が資金を得られるような信用保証制度などの導入）、②人材

育成・技術革新（中小企業における人材開発等を進めていくための指針）、③政策立案機能

の強化（産業政策としての中小企業振興の調整を行うためのBody（機関）設立）、などであ

る。前述の政策提言までの過程においては、議員とは対話を行っていないが、本チームに

おける活動では、広く関係者を集めて議論していきたい。

2） 白石教授

① 民主化

相対的に議会の力が強くなってきており、議員教育やスタッフ強化が必要になってき

ている。また、憲法改正、軍・警察関連の法律改正の可能性もあり、日本への情報提供

の需要は非常に大きいものと思う。スシロ・バンバン・ユドヨノ政治・治安担当調整大

臣は、Non Traditional Issueとして、安全保障、海賊問題、マネーロンダリング等の新し

い課題に取り組もうとしていた。

② 地方分権

法律の見直しが議論されている。また、州の開発政策策定について協力のニーズがあ

る。なお、国家開発企画庁（BAPPENAS）がかつての力を失って、新たな役割を模索して

おり、地方開発のための政策的アドバイスを一つの活路と考えている節がある。

3） 浅沼教授

民主化は政治とも関連し、機微な分野であろうが、狭く解釈せず、ガバナンス全般と考

えたい。地方自治については、今後は、中央と地方の交渉により、開発が進められていく

方向にあると考えられ、財政面からの再検討が必要。自分は研究支援無償を活用して、政

策対話を行っていきたい。また、インドネシア大学を中心に地方大学連合を立ち上げ、地

方の情報収集を行っていくことを考えている。

4） 伊藤教授

① 債務管理

債務管理は財政のサスティナビリティーということであり、ドロジャトン経済担当調

整大臣との議論からもニーズが高いとの話があり、問題意識を共有している（浅沼教授よ

り、消費税の見直しや免税の全廃を通じて、中・長期的なFiscal Sustainabilityを実現しな
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ければならず、税制改革も取り上げるよう要望あり）。

② 地方分権

中央と地方の関係では、いずれかも不健全であってはいけない。地方分権は債務管理

についても、密接な関係を有する。提言の進め方としては、まずは簡単なモデルから着

手し、徐々に詳細なものとしていきたい。

2－2 実施方針

第 1回全体会合の実施方針を協議するため、2002年 3月 6日（水）に実施方針会議が行われた。

主な出席者としては、有識者から浅沼一橋大学教授、浦田早稲田大学教授、木下早稲田大学教

授、白石京都大学教授の 4名。外務省から滑川審議官、石井開発協力課長、上村南東アジア二課

長。財務省から神田開発政策課総括補佐。経済産業省から櫻井技術協力課長、植村企画官、志方

企画官、岸アジア大洋州課課長補佐。JICAから熊代東南アジア課課長。その他、上記省庁及び JBIC

関係者の出席があった。

会議の結果、個別打合せ及び実施方針会議の結果、実施方針の概要は以下のとおり。

（1）経済政策支援の全体目的

1） 日本政府は、民主的な手続きを経て成立したメガワティ政権に対し、「イ」国の経済安定、

各種改革推進、経済開発のボトルネック解消を 3つの柱として、政治的安定と経済の安定

成長を支援する。

2） 具体的には、「イ」国の現状を十分に踏まえて政治・経済面での安定を損なわぬように配

慮しつつ、マクロ経済運営、銀行セクター改革、中小企業振興、民間投資拡大、地方分権

及び民主化の 6分野について、中・長期的に追求すべき方向性及び漸進的手法を明確にす

る。

（2）本件支援の全体的な取り進め方

第 1回会合においては、全体及び各課題の活動方針等を協議する。

その後は、課題ごとに取り組み内容及び方法が異なるため、具体的な活動は各有識者が個

別に出張や電子メール等による先方とのやりとりを通じて進める。

第 2回会合においては、前回会合の活動を総括するとともに、以後の活動方針等を協議す

る。

以後、順次に会合及び個別活動を繰り返す。
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（3）第 1回全体会合（プロジェクト形成調査）の実施方針

1） 目　的

前記（2）の本件支援の取り進め方の基本方針について合意を得るとともに、今後の活動

を円滑に進めるための体制を整備（特に先方の体制を確認）することを目的とする。また、

必要な情報収集や対話も併せて行う。

2） 活動内容

我が方のチームメンバー及び「イ」国側関係閣僚（なるべく多くの閣僚）出席の全体会議を

開催し、全体方針や目的とともに各課題ごとの課題別協議を行う。

全体会議では、合意文書（M／M）の署名交換も併せて行う。

協議に関しては、以下の 3つに分類される。

① 関係閣僚及び調査団全員が参加する全体会議（課題別協議を含む政策対話）

② 各有識者がテーマごとに先方関係閣僚等と協議を行う個別協議（政策対話）

③ 各有識者が情報収集等を目的として、先方政府や民間セクター、在留邦人等との面会

や意見交換等を行う個別活動

（4）全体会議

全体会議においては、経済政策支援全体にかかわる概要説明（外務省）、課題別協議（各有

識者）、合意文書への署名を行う。

また、課題別協議については、関連性の深いテーマ（担当・副担当）を 1単位とし、6分野

を 3セッション構成で協議を行う。

A：マクロ経済運営及び銀行セクター改革（伊藤教授、小松教授）

B：中小企業振興及び民間投資拡大（浦田教授、木下教授）

C：地方分権及び民主化（浅沼教授、白石教授）

以上の構成とし、関係閣僚出席の下、3セッションを順次取り進める。

（5）個別協議／個別活動

各有識者の個別協議／個別活動については、有識者の希望を可能な限り実現する方向で調

整を行う。

（6）第 1回ミッション以降の進め方

ミッションとして全員が一同に会する機会については、年間1回とするか、2回とするかに

ついては継続検討する。有識者の活動は、全員がそろうミッション以外に個別出張や電子

メールを用いた遠隔アドバイスなどを活用することとなる。これをサポートする先方及び日
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本側の体制については、引き続き検討する。

（7）技術協力その他による有識者活動フォローの必要性

各有識者の活動の過程で外務省・JICAに対してフィードバックされる要対応事項について

は、妥当性・必要性・対応可能性などを十分検討したうえで、フォローしていく方針であり、

開発調査スキームで対応可能なものについては、本開発調査のなかで実施することを検討し、

他の技術協力スキームでの対応が必要となるものについては、その都度対応を検討する。ま

た、技術協力以外の外交政策的な対応が必要となる事項については、随時、外務省に検討依

頼する。
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第 3章　現地協議結果の概要

3－1 個別協議

個別協議の結果は、以下の面談記録のとおり。

（1）インドネシア中央銀行　Achjar Iljas副総裁

経済改革に実質的な進展は見られない。司法・立法・行政が同じ理解のうえに立って決断

する強力な政治的サポートが求められている。

経済発展のために中小企業育成は大変重要なテーマであり、浦田教授の提案に基づいて推

進するよう、経済政策支援チームからも進言してほしい。具体的には、①中小企業の借り入

れに対する保証、②技術協力、③民間が対応できないファイナンスの供与が地方の経済発展

のためには重要である。

（2）インドネシア中央銀行　Syahrir Sabirin総裁

現政権のスタートは良かったが、その後の経済政策統一に向けた努力は効果をあげていな

い。自らが属する集団に固執する政治家の介入が目立っている。

ドロジャトン経済担当調整大臣は努力はしているが、政党に属していないこともあって求

心力がなく、クイック・キアンギーBAPPENAS長官は我が道を行き、ハムザ・ハズ副大統領

はすべてをまとめようとしているが、経済政策を知らない。

資本移動の自由と財政均衡という金融政策の基本方針は、経済危機後も変わらない。

（3）インドネシア中央銀行　Anwar Nasution上級副総裁、Miranda S. Goeltom 副総裁

財政の持続性は重要な問題であり、補助金削減等の努力や国債償還対策の実施が必要で

ある。国会が問題の深刻さを理解していないことが問題。

銀行の保有資産の 70％が国債であるという状況は懸念されるものの、経済が悪化しなけれ

ば資本充足率が問題となることはない。近時議論されている中小企業（SME）の債務削減につ

いては経済的インパクトを慎重に見極める必要がある。銀行のリストラと SMEの債務削減は

別次元の問題であるとの認識。

（4）財務省　Boediono大臣

（同席者：Machmud Sidik地方財政総局長、Achmad Rohjadi財政分析庁長官）

財政の持続性は、債務負担割合の大きさだけをとっても深刻な問題といえるが、解決に向
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けた見通しは必ずしも明らかではない。中央銀行引き受け分を除く既発国債の3分の 2につい

ては、今から償還対策を講じなければならない。財政の地方分権化については 2001年は地方

政府による借入制限を行ったが、円滑な実施については地方政府職員の能力を向上させる必

要がある。また地方政府による独自の課税等により、「イ」国国内の人や物の移動が制限され

つつあることには懸念を有している。

国際社会からのパリクラブ等におけるサポートは引き続き重要であり、従来からの日本の

協力については感謝している。

（5）経済調整大臣府　Komara Djaja大臣補佐官

経済政策の円滑な実施に関しては国会が阻害要因となっている面が強い。経済関係閣僚の

間は「共通言語」で協議することができるが、国会議員や他の閣僚（例として協同組合大臣）と

は議論が難しい面がある。経済政策支援チームから国会議員を含む関係者に働きかけること

に期待したい。

副大統領の経済政策に関するアイデア（政策に優先順位をつける）自体はよいが、実行部隊

が伴っていないのではないかと思う。

経済調整大臣府は、第 1局（マクロ経済、財政の地方分権化）、第 2局（インフラストラク

チャー）、第3局（天然資源、農業）、第4局（貿易、産業）、第5局（国際経済、中小企業）、第

6局（パートナーシップ）からなる。

（6）世界銀行「イ」国代表　Mark Baird氏

現在の状況については楽観的になりすぎることもないし、パニックに陥る必要もない。マ

クロ経済政策についても特に言うことはないが、国際競争力の確保や法整備は引き続き必要

であり、構造改革を確実に実施できるか注視する。

「イ」国政府をリラックスさせてはならない。「イ」国政府内にはシニカルな見方が蔓延し、

十分に理解されているとはいいがたいが、破産法の適切な運用等の基本的なテーマこそ重視

されるべきである。ガバナンスの改善に力を入れているのは、実質的にはユドヨノ政治・治

安担当調整大臣のところだけである。

「イ」国政府の経済チームは評価するが、構造改革の鍵は、やはり国会の説得であろう。

（7）Bank Mandiri　E. C. W. Neloe頭取（President / CEO）

インドネシア中央銀行はベースマネーのコントロールを金利でコントロールしているが、

その結果、現在の貸出金利が18～ 20％となっており、経済成長を阻害している。非常に憂慮

すべき問題である。
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マンディリ銀行は以前（合併前）は法人客向けの貸出が中心であったが、現在の経営方針と

して、①個人客重視、②イスラム重視、③投資銀行業務重視、を掲げている。また IBRA保有

資産の購入も重要な経営上の戦略であると位置づけている。

国債を保持しているからといって「イ」国政府の支援を受けているとは考えていない。国債

はたまたま資産として保持しているに過ぎない。

（8）国有企業担当国務大臣府　Laksamana Sukardi大臣

日本の経済政策支援チームについてカウンターパートとして調整するよう、大統領から指

示された。政策を方向づけるのは大統領、実施するのは各大臣・省庁であるが、その間に「委

員会」を組成する。自分が「委員会」に入っているのは内閣との整合性を保つためである。調

整大臣は引き続き関与する。

「委員会」のメンバーはBAPPENASのジュナイディー氏、スリ・ムリヤニ氏、ガジャマダ大

学の研究者、2人のビジネスマン等である。

（9）Bank International Indonesia（BII）　只野氏

現在の経済環境については、中央銀行債券（SBI）の過剰発行による高金利と流動性の不足

を問題視。「イ」国経済成長率確保のためには、輸出と投資の拡大しかないとの認識。

日本の「イ」国支援については政府間ベースで資金を貸し付けているだけで、戦略性がな

い。現在の状況を放置しておけば日本のプレゼンスは低下の一途であり、同じ資金を使うの

であれば、チャンドラ・アスリを日本の支援で買ってしまうというような大胆な発想の転換

が必要ではないか。

（10）国家開発企画庁（BAPPENAS）　Djunaedi顧問

「イ」国おいて公的援助・民間直接投資とも大きなプレゼンスを有する日本から、経済政策

策定に関する本件のような支援がなされることについて非常に期待しており、高く評価され

ると思う。

「イ」国の経済開発政策については、先年の PROPENAS で中期的な方向を打ち出したが、

2000年の 6月の新政権発足もあり、21世紀の経済開発政策について 20～ 25年程度の期間に

わたって長期的な方向を示すことも必要ではないかと考えている。

政府間の公的援助だけでなく、民間の直接投資を活発化させるためにも長期的な方向づけ

は重要である。この長期的な経済社会計画策定を含めて、開発政策策定に際してはプライオ

リティーの設定が極めて重要であり、開発資源の制約が強まるなかで今後の大きな課題とい

える。
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現在進行中のBAPPENASの組織改革もこれを念頭に置いたものである。なお、大統領直属

となるなど、その位置づけは変わるが、国家開発計画策定や援助窓口機能などの基本的な役

割には大きな変更はないと考えている。

本件がどのようなフレームワークや政策課題について取り組むのかについて、現時点では

その具体的な内容をまだ十分把握していないので、今回の第 1回会合を通じて双方の関係者

で意見交換する必要があろう。特定なテーマや具体的な政策課題に集中して政策対話や意見

交換をしたらどうか。

今回の日本のハイレベル政策支援チームに対応する形で「イ」国においてもチームを設置す

ることになろう。

（11）フランス・セダ大統領顧問

法の支配といったガバナンス面での取り組みや、経済面で問題となっていた shareholders

agreementの問題を解決する等、メガワティ大統領は全力を尽くして当面の課題に取り組んで

いる。テロ対策についても、最大限の努力を行っており、最近ブッシュ米国大統領から感謝

の電話を受けた。

直近の課題は、パリクラブ会合に向けた準備と、中国等へ訪問の準備である。中国との間

ではASEANと中国との間のFTAの問題があるが、これは今後ASEANの枠組みのなかで十分

議論されるべきものである。

今後の経済運営について、国際通貨基金（IMF）プログラム等既存の経済政策と異なった奇

抜なプランを提案する向きもあるが、これはうまくいかないだろう。国内には経済政策に関

してナショナリスティックな観点から批判的な声もあるが、メガワティ大統領はこのような

声には屈しない決意である。

地方分権に関しては、これを進めていかなければならないが、地方分権とは division of

powerを意味するのではなく、sharing of powerを意味するのであるという思いで取り組む所存

である。

（12）IMF　ネラー事務所長

IMFプログラムを「イ」国政府が実施していく過程では、日々なにがしかの問題が生じてく

るので、我々の最近の役割は「火消し」的なものとなっている。この点から、日本のアドバイ

ザーの方々には中・長期的な観点からより戦略的な経済政策についてのアドバイスが期待さ

れよう。財政の持続可能性、国際競争力強化という、フォーカスされた課題を前面に出して

いくことは良いアイデア。現在「イ」国政府は国民に対する経済政策の説明がうまくできてお

らず、これに対する一助となろう。
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「イ」国の経済チームは現在、いかにして経済成長を実現するかについて強い圧力を受けて

おり、これに関する助言ができたらよいだろう。当面の IMFプログラムとの関係では、副大

統領が検討している経済政策パッケージの内容が懸念される。

（13）ハリ・サバルノ内務大臣

日本からは多くの援助を得ており日頃から感謝している。

投資促進のためには政治・治安の安定が必要であり、かつ特に地方政府における投資関連

手続簡素化が求められている。

国際競争力については、中国の影響が大きくなっている現在、「イ」国としてもコスト削減

などの努力が必要である。

また、財政の持続性維持は政治・治安の安定のためにも必要である。1999年法律第 22号・

同第 25号改正については能力のある地方政府は賛成し、そうでない地方政府は反対する傾向

にあるなど、能力のない地方政府は依然、中央政府に依存している。同法の改正予定である

が、政党法・選挙法・議会組織法の改正に国会の関心が向けば、改正手続きはよりスムーズ

になるのではないか。　

地方の現状については、地方議会が首長の信任権を有している点を背景に、地方議会と首

長の対立が問題となっている。

地方政府の能力向上については、研修等、地方政府の条例に基づいて首長が実施しており、

地方議員を対象とする研修も実施されている。また、公務員の能力向上のためには、中央地

方間及び地方政府間の公務員の柔軟な移動も重要であると考える。

（14）ダイ・バクティアル国家警察長官

国家警察は、2000年国民協議会決定大 6号並びに同第 7号に従い、国軍から分離して大統

領に直接責任をもつ組織となった。警察の役割は、法の支配の確立と国内治安の維持の 2つ。

現在、国家警察は 2つの役割を実施するにあたり、地方自治行政の変化に対応するため、地

方に根ざした警察づくりをめざし努力している。

海上警備は、海軍の役割として法に定められているが、警察の役割でもあるので、力を入

れていきたい。しかし、国家警察は、海上警備のための設備（船舶等）を十分に保有していな

い現状にある。

（15）アグス・ウィジョヨ国民協議会副議長

国軍改革の速度は遅くなりつつある。ウィラント元国軍司令官の時代のように、国軍が政

治に関与する時代に戻る可能性がある。国軍の政治関与を呼びかける動きは、そのように国
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軍が希望しているから出てくるのではなく、国会議員のパフォーマンスの悪さが、国軍の政

治舞台への復活という機会を与えている。危惧されるのは、国会議員達は個人と政党の利益

のみを考えており、国益を考えていないというイメージが広まっていること。

国軍の予算は、とても国軍の活動を支えられる金額ではない。100以上ある財団からは、主

に国軍組織の福祉関係資金が出ているが、その一方、これらの財団からは武器購入等の軍事

作戦関連費は出ていない。したがって、国軍の近代化のためには、国家予算の全体を増やし、

軍事予算を増加することが重要であり、そのためには経済回復が必要である。

（16）ファイサル・バシル国会議員

政府、国会議員の汚職はこの国の最大の問題であり、国際社会もその撲滅に協力してほし

い。逮捕されたアクバル・タンジュン国会議長を有するゴルカルについては、国民の批判も

あって静観せざるを得ないだろうが、内部で主導権争いが起きる可能性がある。2004年の選

挙前に、大統領公選制が何らかの形で導入されることは確実。

中小企業の債務削減については、コンセプトがいまだ明らかではない。

（17）エルマヤ・スラディナタ国防研究所総裁

「イ」国は、多民族国家で広い領土を有するため、分離主義的紛争の種を多く抱えており、領

土の一体性維持が優先的課題。そのための調査研究や国内の各界指導者の啓発等の活動を

行っている。

投資促進には、治安の維持が重要。中国の経済発展は指導者の決断力（decisiveness）により、

社会システム維持に成功したことが大きな要因。

人的資源開発のために教育が重要。労働者のデモは雇用条件への不満によるもので、外貨

への反発とみるべきではない。

（18）ポルタク・シトラス議員、チャンドラ・スラパティ議員

両議員とも、総論としては、外国投資の重要性を理解し、政治的安定、治安の維持、法の

支配の重要性に自ら言及。

改革は、国情に合った漸進的なものであるべきで 5年、10年のタームでみてほしい。中国

の競争力については、特に脅威とは感じていないし、そうした議論も国内ではあまり聞かれ

ない。また、ハムザ・ハズ副大統領の中小企業債務削減案は真の解決にはならない。

（19）マトリ・アブドゥール国防大臣

テロ対策でこれまで努力している。しかし、国軍の能力向上が必要な時に、米国による対
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「イ」国武器供与、軍事援助の禁止がネックとなり、政府は国軍の必要最低限の能力レベルを

保証できる支援ができない。日本との対話の継続を期待する。

（20）アリ・スタ銀行再建庁長官

銀行再建庁の期限は残り 2年しかなく、保有資産を投げ売りせざるを得ない。また、議会

からの照会も多く、効率的な業務の実施は困難。

（21）アミン・リアノム政治治安担当調整副大臣、他

治安や法の支配の重要性は理解しており、取り組みの途上である。腐敗防止が重要な課題

であり、ガバナンス改革や警察改革を進めている。民主化と社会秩序維持のバランスが重要。

地方分権はその進め方が重要。国家警察と地方警察との権限関係について詳細な規定がな

く、現在、制度改革と人的改革を進めている。警察については抑圧的なイメージを拭う必要

がある。地域においてはコミュニティー育成を図り、良い意味でのインフォーマルな指導者

を育成する必要がある。

（22）ヤコブ労働・移住大臣

日本企業は現地労働者の福祉を考えていない。同じ仕事をしても、日本人はインドネシア

人の5～ 6倍もの給料をもらっており、正義が存在するとは考えがたい。また、外国投資家に

とって、「イ」国に輸出するより投資する方が有利な面は多い。日本は「イ」国の労働力に対し、

よりオープンになるべきである。何か問題があれば、自分は日本企業についても面会する用

意がある。自分は労働問題を減らそうと務めている。

（23）ユスリル・イザ・マヘンドラ法務・人権大臣

2か月前に森山法務大臣を表敬した際に、覚書の締結を提案した。覚書の目的は、法律の起

草支援と入国管理支援である。既にドイツ、フランス、オーストリアの法務省とは覚書を締

結した。

人権分野での進展もある。1999年に東チモールで人権違反行為をした疑いをかけられてい

る国軍幹部を裁く裁判が始まる。頓挫したカンボジアのクメール裁判、10年かかったボスニ

ア裁判と比較すると、3年弱で東チモール裁判をこの段階まで達成した「イ」国政府の努力を

ご理解頂きたい。

（24）リニ商工大臣

政治や法秩序の問題については、政府内で努力中。労働問題は難しい問題である。国民向
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け PRも大事であり、ジャーナリスト協会などと意見交換してみたらどうか。

2003年半ばから選挙に向けた動きが本格化することもあり、商工省でできることは 2002年

中にやってしまうつもりでいる。自分の優先課題は雇用創出であり、WTOやAFTAの動きを

踏まえ、競争力強化を重視。裾野産業などのクラスターを重視しており、日本からの協力を

得ている。電気電子、IT、自動車、靴などを重点分野として考えている。

メガワティ大統領は近く、中国、インド等を訪問するが、中国では「イ」国国内における鉄

道の一部複線化に対する借款の供与、インドでは医療技術の供与を受けた共同生産について

合意する予定となっている。

（25）検事総長次官

検事総長は汚職防止のための活動を行っている。私（次官）は徴税の専門家であり、徴税に

関係する総局長に対する汚職防止の講義等を行っている。徴税に係る IDナンバーについて

は、制度は整備されているものの、実際にナンバーを取得している人は少なく、ほとんど機

能していない。

（26）テオ投資調整庁長官

2001年 9月に新投資政策を発表し、現在、新投資法案について政府部内で調整を進めてい

るところであり、近々国会に提出する予定。内容は、内国民待遇、参入規制の原則撤廃、手

続きのワン・ストップ・サービス化等。参入規制撤廃の例外リストは別途検討しているが、投

資調整庁としては、中小企業、宗教、文化に関するもの等に限定する考え。投資は、経済成

長、雇用に直結する重大な問題であり、そのためには、社会的安定、治安維持、法秩序も重

要。また、地方分権に伴う問題にも留意が必要。投資インセンティブ強化については、財務

省を説得しなければならない。

民主化や地方自治体は進めるべきだが、自治体間で法解釈に違いが出ないよう、包括的な

覚書を結んでいくことを考えている。地方ごとの投資環境を民間など第三者機関がレーティ

ングすることも有意義。

（浦田教授より、中小企業を例外リストに載せる理由が不明。大企業に取引上、不利な条件

に立たされるというなら、それは競争法（独禁法）の問題ではないか、と発言したのに対して）

中小企業を守れというスローガンに対する必要がある。まずは新投資法を成立させることが

優先であり、その次に例外リストをどうするかということで、リストの中身については検討

途上。
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（27）ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）

JJC渡邊理事長から、2001年 9月に投資環境改善に関する JJC提言を大統領に提出したこと

のフォローアップのため、フランス・セダ顧問をカウンターパートととし、関係省庁と 4分

野で政策対話を行っていることを説明。引き続き、通関・関税、投資促進・裾野産業、労働、

課税につき、それぞれ進捗状況や課題を説明。

意見交換では、労働問題が深刻化した実例、中国と比べて投資の魅力が低下していること、

その割に「イ」国政府に危機意識が乏しいこと、スハルト時代に比べてインフラが劣化してい

ること、腐敗体質が改まらないこと、金融仲介機能の不全等について発言があった。

（28）ノエル・ストリスノ中小企業競争組合省次官

中小企業の 70％は零細（マイクロ）企業であり、そのほとんどが存立可能（viable）であるの

で、これについても日本の協力を期待。

3－2 全体会合

全体会合は、経済担当調整府主催で 2002年 3月 14日 15：00より「イ」国財務省庁舎内の大会議

室において行われた。概要は以下のとおり。

（1）開　会

日本側から堂道臨時代理大使、「イ」国側からドロジャトン経済担当調整大臣がスピーチを

行った。

ドロジャトゥン大臣の発言内容は以下のとおり。

1） ドロジャトゥン大臣の発言要旨

① 本件は両国間の首脳会談において話し合われた案件である。

② 2002年 3月 13日付けの大統領令により、本件支援に関する「イ」国側のワーキングチー

ムが設けられた、チームはラクサマナ国有企業担当大臣を始めとし、政府、学会、民間

等から計 8名にて構成され、事務局はラクサマナ大臣の事務所に開設される。同ワーキ

ングチームはメガワティ大統領に直接アクセスを有する。

③ 本支援チームからのフィードバックは、3調整大臣を始めとする 9閣僚を通じて閣議等

に反映され、政策として実行される。

（2）各課題ごとのプレゼンテーション

浅沼一橋大学教授より、本件支援全体の大きな目的として、「財政の持続可能性」及び「国

際競争力の強化」の 2つに焦点をおく旨説明を行った後、配布資料（章末の関係資料参照）に
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基づき、各担当分野ごとに論点を発表した。主な発表内容は以下のとおり。

1） 民主化

① 白石京都大学教授より、以下の発表が行われた。

・「財政の持続可能性」、「国際競争力の強化」の 2つの目標を達成するためには、法制度

改革と法執行強化が不可欠。

・警察改革については、我が国は既にハイレベルアドバイザーを派遣しており、アドバ

イザーの効果的な支援が必要。

・司法制度改革については、既に我が国から調査団が派遣されており、近く何らかのイ

ニシアティブが示されるものと期待。

・司法の決定の公開は、法の確実性を保証するための基礎的な条件。現状の改善につき、

可能な支援を検討する。

・「ガバナンス改革に関するパートナーシップ」の枠組みのなかで、体系的、斬新的に取

り組む。

・国会の立法能力向上を支援するための対話を行うこととしたい。

② バンバン・ステジョ政治・治安調整大臣府補佐官より、以下の発表が行われた。

・政府としては司法や法による統治の重要性を十分認識しており、司法改革を確実に実

行することが現政権の重要な政策課題であり、経済・社会を安定させるうえで必要不

可欠の要素である。

・特に、当面の重要な政策課題として、マルクやアチェ等の地方紛争の早期解決、法務

執行能力の向上、一般国民に対する施策の透明性の確保、テロリズムの防止等があげ

られる。

・法による統治は、国家に対する信頼を醸成し、民主化を促進するが、こうした目的を

達成するまでには長いプロセスを要する。

・白石教授が示した現状認識や重要な政策課題等について同感であり、今後ともこうし

た重要課題について両国間での政策対話や意見交換を積極的に促進していく所存であ

り、同時に日本からの支援について大きく期待している。

2） 銀行セクター改革

① 小松広島大学教授より、金融部門に係る暫定的な論点として、以下の 5点が述べられ

た。

・「イ」国は経済危機後、信認のみならず、経済運営の主体性をも喪失した。信認を再建

するとともに、経済政策の主体性を取り戻すことが必要。

・銀行部門の構造問題は未解決である。銀行部門にかかわる全主体は誘因（incentive）に

沿って論理的に行動する以上、制度・システムの改革が必要。



- 19 -

・銀行部門の金融仲介機能は、投資指数（承諾ベース）の改善が見られるものの、資産の

70％が国債という現状は異常。銀行は与信するために国債を売却したいかもしれない

が、大幅な割引を被るであろうし、そもそも市場が不在。したがって融資のために預

金を動員するほかない状況。

・IBRAについては透明性が重要であるが、外部からは典型的に「イ」国的と見られてい

る。IBRAは銀行に資産を買い戻させようとしているが、銀行が、とりわけ不良資産の

売却対象となることは、銀行の健全性ルールからも問題。

・財政の持続可能性のためにも、金融規律と中央銀行独立性の維持が重要。

② ナスティオン インドネシア中央銀行副総裁より、以下の発表が行われた。

・金融規律に関しては、中央銀行は政府から完全に独立しており、政府の財政赤字を

ファイナンスすることは中央銀行法上も禁止されている。

・銀行セクター改革に関し、自己資本比率（CAR）は、危機時の－25％から、ほとんどの

銀行が 8％以上にまで改善したが、これは政府の国債による資本注入に依存しており、

政府に高いコストをもたらしている。また、不良資産比率（NPL）も 60％以上から 11％

程度まで大きく改善したが、これも IBRAへの資産移転によるもの。

・銀行部門の収入は賃貸利益ではなく、国債クーポンに大きく依存。

・銀行部門の 70％が政府の支配下にあるが、これをどのように民間部門のオーナーに移

していくかが重要。国営銀行の民営化と IBRA資産売却が必要であるが、先程もバン

ク・セントラル・アジア（BCA）の新しいオーナーを発表したところ。

・中央銀行としては、健全性ルール・規則を実施するための能力強化が急務。

・日本には、その経験から、「イ」国の債券市場を育成する適切な役割を期待。

3） 民間投資拡大策

① 木下早稲田大学教授より、以下の発表が行われた。

・「イ」国では、従来より輸出志向・開放的な経済政策を標榜されてきたが、外国投資家

からみて、依然として満足できる状態にはない。国際競争が激化するなかで、投資環

境整備は「イ」国にとって大きな課題。

・「イ」国のGDPは、過去 4年間で40％減少（ハード・カレンシー・ベース）しており、外

国投資家からみて市場の魅力が低下しているにもかかわらず、最低賃金が 2001年 38％

上昇するなど、コスト上昇により競争力は低下している。

・重要なのは、実際のリスクや収益性よりも、社会経済状況からくるリスクや収益性に

関するパーセプションである。

・「イ」国と比較して、中国やタイへ日本の投資が向かう理由を整理すると、社会経済状

況、市場の潜在性、インフラ、部品等の産業集積、人材の能力と意欲、があげられる。
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したがって、法と秩序、適切なマクロ政策、インフラ整備、ITなど技術教育が政府の

取り組むべき課題。

・その他、課税手続、関税、不法ストライキ、賃金等の問題があり、ドロジャトン大臣

等と JJCが対話を行っている。こうした努力の積み重ねが重要。

② リサルディ・カスリ投資調整庁次官より、以下の発表が行われた。

・政府は FDI促進を経済発展の鍵としてコミットしており、開放的、かつ無差別的な投

資政策を盛り込んだ新投資法案を近く国会へ上程する予定。

・アジア経済危機以降、法的安定性・確実性が低下しており、中央・地方を含む様々な

レベルで法制度や運用の改革が重要。

・投資自由化に関しては、いくつかの戦略的セクターを考慮しつつ、内外無差別を実現

していきたい。

・中小企業は、経済危機で打撃を受けた。雇用の場として重要であり、政策的支援を講

じていきたい。

・日本は重要な投資国であり、引き続き支援をお願いするとともに、多様な分野への投

資を期待。

・石油等資源の安定的供給にも留意したい。

・教育の質については、教育省が世界銀行の協力を得て、総合教育プログラムを進めて

いるところ、日本からの支援を期待。

4） 中小企業振興

① 浦田早稲田大学教授より、以下の発表が行われた。

・SMEの役割として、雇用の拡大、地域経済の活性化、裾野産業の形成、「イ」国産業の

競争力強化、の 4つがある。

・「イ」国の SMEは、人材不足、資金不足、SME間・SMEと大企業間のリンケージの未

発達、各種規制、という問題に直面している。良い人材のリクルート、資金調達、情

報へのアクセスが困難であり、政府の支援が必要。

・「イ」国経済を競争力あるものとするためには、限られたリソースのなかにターゲット

を潜在力のある SMEに向けることが重要。

・浦田レポートにおいて、金融支援、行政的な取り組み、輸出振興の 3タイプの政策提

言を行った。

・金融支援については、人材育成と切り離すことはできず、2つの政策のリンケージが必

要。

・行政的な取り組みとしては、SME振興政策の実施に係る調整機関の設立、SMEのビジ

ネス環境の整備に係る措置の実施を提言。これらについて政府は引き続き取り組む必
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要がある。

・輸出振興としては、輸出志向型産業の振興を提言。産業リンケージの一環として、ク

ラスター（産業集積）の強化が重要。

② バンバン・ビントロ国家開発企画庁次官より、以下の発表が行われた。

・浦田提言は、「イ」国の SME政策に非常に大きな貢献を果たしている。

・浦田教授の指摘した問題に加え、貿易自由化、州間投資の増大のなかで、SMEがこれ

らにどう対応していくかという問題がある。

・国家開発計画の中でも、SMEの振興が重要との観点から、SMEのビジネス環境を支援

するような環境の創設、生産資源へのアクセスの強化、起業家精神と競争力向上の優

位性の強化、そのための制度の整備と人材開発、といった点に焦点をあてている。

・共同組合・中小企業省は、大統領令でSME政策の立案と同政策の総合調整を行うこと

と規定されているが、将来的に同省の主たる機能は、総合調整に特化することとなる。

一方、SME関係機関（ライン・ミニストリー）の役割は、セクターごとの SME政策を

実施することである。

・政府と民間セクターからなるSMEタスクフォースの作業成果の一つとして、SME政策

のロード・マップといえる中期行動計画（MTAP）の作成がある。MTAPは「浦田レポー

ト」を参考に作成されており、その柱は、金融、BDS、起業家精神と競争力向上の優位

性。地方レベルでのSMEタスクフォースの設立を奨励したい。また、政策実施の改善

を図りたい。

・これまでは、貧困削減とSME振興のコンセプトが混同されていたが、MTAPでは、技

術指向、輸出指向、下請け産業の振興をターゲットとしている。一方、マイクロ企業

に対しては、マイクロ・ファイナンシング、経営・技術能力の向上策の措置をとる。

・小規模企業法等はあるが、SMEの定義、下請法、ビジネス・パートナーシップ法も重

要。

・SMEのニーズに合うプログラムを作るために、引き続き二国間の協力が必要。MTAP

が当面のターゲットとなろう。

5） 地方分権

① 浅沼一橋大学教授より、以下の発表が行われた。

・地方分権化は良く管理された権限委譲が必要であるが、地方分権に関する法律（1999年

22号、1999年 25号）における問題点として、歳出・歳入の観点で波及効果を無視して

いる面がある。また、自己中心的な政策がとられる点がある。

・地方分権化は統制され、調整され、管理された地方自治という再方向づけ

（Reorientation）が必要。全国的な基準や、中央と地方の調整に関する制度的な仕組みが
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必要。歳入・歳出の面では垂直的・水平的なバランスをとることが必要。

・地方分権化は政治的な側面よりも経済・福祉の側面をより強調するほうがよい。これ

らの目的のためには、法律改正、特別なアレンジメント、政令の策定などがある。中

央政府から定期的、継続的な指導、資源配分の調整が必要。

② アフマド内務省地方自治総局地方投資課長より、以下の発表が行われた。

・地方分権化はいくつかの段階から成る継続的なプロセスである。内務省は地方分権化

の実施を、開始期（Initiation、2001年）、備え付け期（Installation、2002～ 2003年）、強化

期（Consolidation、2004～ 2007年）、安定化期（Stabilization、2007年以降）、の 4段階に

分けている。政令等の調節枠組みの設置と公務員の異動は予定どおり実施された。

・再集権化は実施しないという原則の下に、地方分権化のモニタリングと評価を行い、

調節し、洗練させていく。

・地方分権化の問題の解決に関して、再方向づけの必要性が示されたが、中央政府の役

割として、地方政府の能力向上を促進している。インドネシア支援国会合（CGI）にお

いても最低サービス基準、モニタリングと評価に関して作業を行うことを表明してい

る。地方政府は自らの権限と責任を再定義することが求められている。2000年政令 25

号で中央と州の権限を規定したが、まだ中央政府から権限を規定されるのを待ってい

る地方政府が多い。

（3）質　疑

1） ジュナイディーBAPPENAS顧問より、債務削減についてのコメントを求められた。これ

に対し、堂道臨時代理大使が、債務削減は「イ」国自身にとって好ましい選択肢ではなく、

次期パリクラブでの債務繰延に向け努力することが重要と考えると応答した。続いて浅沼

教授より、公的債務削減を行った場合には、市場の信任を失い、「イ」国経済に長期的な悪

影響を及ぼすため、損失の方が大きいと考えると応答した。

2） ハフィッド・アバス法務人権省人権総局長から、司法改革や法務執行能力の向上の重要

性についての共通認識を重ねて確認するとともに、同国としては、国の内外から関心の高

い過去の人権侵害等の課題等についても、人権法廷を設置するなどの前向きに取り組んで

おり、基本的人権の尊重も重要な課題の一つである旨、発言がなされた。

（4）閉　会

1） ドロジャトン大臣より、「イ」国は様々な改革に取り組まなくてはならないなか、特に日

本との関係が重要と考えており、本支援に感謝するとの発言があった。

2） 堂道臨時代理大使より、今後 2年間にわたる政策対話が「イ」国の改革に資することを期
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待する旨発言があり、会合を終了した。

（付属資料に全体会合会議資料を掲載）
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第 4章　調査の総括及び今後の対応方針

4－1 帰国報告会

2002年 4月 17日（水）、東京都内の三田共用会議所において、帰国報告会が開催された。

主な出席者は、有識者から浅沼一橋大学教授、浦田早稲田大学教授、木下早稲田大学教授、白

石京都大学教授の 4名。外務省から滑川審議官、石井開発協力課長、経済産業省から植村企画官、

岸アジア大洋州課課長補佐。JICAから熊代東南アジア課長。JBICから山崎国際金融第一部次長、

佐々木開発第二班課長。その他、上記省庁及び関係者の出席があった。

今回の全体会合に関する各有識者の所感は、付属資料にあるとおり。

また、会議の結果、次に述べる今後の方針が決定された。

4－2 今後の方針

1） 次回の全体会合について

「イ」国側の政策に効果的かつ確実に助言を反映させるため、2003年度予算案作成及び大統

領の施政方針演説の原案作成が本格化する 6月下旬を目途に検討する。

2） 合意文書について

今回署名締結には至らなかった議事録については、今後大使館を通じて修正協議を行うも

のとする（その後、一部修正のうえ、締結。付属資料参照）。



付　属　資　料

1. 調査詳細日程

2. 全体会合会議資料

3. 有識者の所感

4.「イ」国経済政策支援 6分野に関連する JICAの協力概要

5. 合意文書

‘‘Minutes of Meeting between the Government of the Republic of Indonesia and the

Government of Japan on the Program for Economic Policy Support for the Republic

of Indonesia’’（2002年 3月 14日付締結）

6. ラクサマナ・アドバイザリー・チーム形成にかかる大統領令

7.「イ」国側に事前送付された日本側有識者チームのペーパー
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